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研究成果の概要（和文）：米国、英国、ドイツ、デンマークを中心に公契約における労働条項、特に賃金条項と最低賃
金との関係を調査分析した結果、全国レベルの最低賃金制度に基づく最低賃金が存在し、その最低賃金額よりも高い労
働報酬下限額を公契約のみに求める動きがあるのは、米国だけであった。その他の国は法定最低賃金制度が存在する、
しないといった違いがあるものの、公契約のみに高い最低賃金を設定していない。日本において、生計費原則に基づき
、官民を問わず、公平な形で適用される地域別最低賃金の決定方法および水準を抜本的に見直すべきである。

研究成果の概要（英文）：As a result of this research and analysis regarding the labor clauses in public 
contracts and minimum wages mainly in the United States of America, the United Kingdom, Germany, and 
Denmark, it became clear taht the country is only the United States of America where there is a legal 
minimum wage at a national level and there are also movements towards higher minimum wages which are only 
applied to public contracts. Regarding the other countries, whether there is a legal minimum wage system 
or not, the same minimum wages are applied to both public and private contracts. In Japan, regardless of 
the public and private sectors, the determination methodology and the level of the regional minimum wages 
should be fundamentally reviewed and reformed based on living costs from a viewpoint of fairness among 
workers.

研究分野： 公共経済学

キーワード： 最低賃金　生活賃金　公契約　労働条項　ILO第94号条約　公平性

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 1990 年代後半から、日本においてはニュ
ー・パブリック・マネジメント（ＮＰＭ）の
影響を受け、従来の民間委託に加えて、ＰＦ
Ｉ、指定管理者制度、市場化テストなど競争
原理を公共サービスに適用する動きが広ま
っていた。こうした公共サービスへの市場メ
カニズム適用が機能する前提となる民間事
業者で働く労働者、特に非正規労働者の賃金
については、これまで十分な議論がなされ、
適正な水準が確保される仕組みが整備され
ているとは言い難かった。非正規労働者を多
く雇う民間事業者が競争入札に勝ち、公共サ
ービス供給のコストが低下するというメリ
ットにより民間に業務を任せるといったこ
とが現実に行われる一方で、「官製ワーキン
グプア」といった用語に象徴されるように、
事業を受託する民間事業者が低賃金のパー
ト・タイマー等の非正規労働者に大きく依存
する形でのサービス提供が進展してきた。こ
うしたことは、公共サービス供給の安定性に
問題が生じうること、さらに公共サービス供
給に従事する労働者の人権、モラル、自立し
た生活自体を損なう可能性があることが大
きな課題と考えられた。 
 こうした中、民間委託等による公契約（指
定管理者制度においては協定）における民間
労働者の最低賃金を含む労働条件に配慮し
た「公契約条例」が 2009 年に我が国で初め
て千葉県野田市で制定された。その後、2011
年に川崎市においても同様の条例が施行さ
れた（川崎市契約条例の一部改正）。こうし
た条例の柱は、最低賃金法に基づき定められ
る地域別最低賃金額よりも高い賃金額（報酬
下限額）を設定するということだった。しか
し、こうした動きについては、野田市のよう
に、民間委託等の公契約に関わる民間労働者
の賃金ついて最低賃金を超える水準に設定
することを義務付けることは一見必要かつ
有効のように思われるが、現行の最低賃金制
度は各地域の諸事情を考慮し、公契約や業種
に関係なく一律の最低賃金を設定している。
したがって、公契約条例によって地域の最低
賃金よりも高い賃金を受け取ることができ
る労働者と、公契約とは関わりのない業種の
企業や公契約と関わりがありうるが公契約
を受注できなかった同業種の企業に雇われ
ている労働者、すなわち、地域の最低賃金額
を基準とする賃金が支払われる労働者との
賃金の格差、公平性をどう考えるかといった
疑問が生じた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、近年各地方自治体が取り組んで
いる公契約条例制定の動きに着目し、公契約
に関わる労働者の賃金の実態を把握し、公契
約に関わる新たな規制（国、地方自治体）の
必要性の是非について、現行の最低賃制度と
の関係の考察を行うとともに、経済学に基づ
く実証分析から示唆される労働市場に与え

る影響について国際比較研究を行い、これら
を踏まえて、公平性の見地からわが国におけ
る公契約に関わる労働者の賃金改善をどの
ような形で実現可能かについて明らかにし、
政策提言を行うことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
日本、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、

デンマークの公契約における労働条項およ
び最低賃金に関する文献（先行研究）、各国
政府による公表資料や統計に基づく調査分
析およびニューヨーク、ロンドン、コペンハ
ーゲン、オーフスにおいて実施した現地ヒヤ
リング調査に基づいて研究を遂行した。 
 

４．研究成果 
 ILO条約第94号「公契約における労働条項」
および海外諸国の公契約に関する賃金条項
導入の取り組みと最低賃金について次のこ
とが明らかとなった。まず、ILO 条約第 94 号
については、原文の忠実な解釈に基づくと、
公契約を優遇することを規定しているので
はないことを確認した。次に、公契約のみに
適用される最低賃金があるかどうかについ
ては、アメリカの生活賃金条例がこれに該当
する。アメリカの地方自治体における多くの
生活賃金条例では、連邦最低賃金額よりも高
い最低賃金を設定している。一方で、イギリ
スのロンドン生活賃金は公契約に限定され
るものではなく、公共部門、民間部門を問わ
ず、ロンドン市長と非営利団体等がその自主
的な採用を積極的に推進するという形をと
っている。ドイツに関しては少し複雑ではあ
るが、一般的拘束力を宣言した労働協約適用
の場合は、民間の最低賃金基準が公契約に適
用され、公共交通部門は拡張適用がない場合
であっても労働協約が適用されることにな
っており、これら以外では、州政府の公共調
達法において公契約に適用される最低賃金
を多くの州が規定しているものの、2015 年 1
月の連邦政府による全国一律の最低賃金導
入により、その意義が残るのはこの全国最低
賃金額を上回る公契約適用最低賃金を設定
している州のみとなった。デンマークについ
ては、ILO 条約第 94 号の批准国であり、リュ
フェルト判決の影響はあるものの、第 94 号
条約を忠実にデンマーク国内で実施してき
ている。すなわち、当該地域もしくは全国レ
ベル、当該業種における労働協約で定められ
た最低賃金やその他の労働条件が契約の公
民に関わらず、一律に適用されている。ソー
シャル・ダンピングの影響を除けば、公契約
のみに高い最低賃金を設定し、民間契約にお
いては別の基準に基づいて最低賃金が決定
されるということはない。他のヨーロッパ諸
国においても一般的拘束力を有する労働協
約が幅広く存在する国々においては、そうし
た労働協約に基づく最低賃金額を公契約に
適用しており、設定の方向としては民間から
公契約への適用である。 



こうしたことを踏まえると、日本の公契約
条例は、最低賃金法に基づく最低賃金が設定
されているところに、新たに公契約のみを対
象とする高い水準での最低賃金額を設定す
るという特徴がある。アメリカの生活賃金条
例と類似点があり、アメリカと同様に最低賃
金基準について、公契約に従事する労働者と
それ以外の労働者との格差を生じさせてい
る制度ともとらえることができる。また、日
本の公契約条例の業務委託等に関しては、地
域の最低賃金との差が大半において 20～50
円程度となっており、生計費原則を徹底した
金額とは考え難く、何をもって適正かどうか
を理解することが難しい。 
 そもそも公契約条例が広まりつつある主
な要因は、地域別最低賃金の水準が低いため、
適正な労働条件と考えにくいというところ
にある。公契約条例による報酬下限額の上昇
分が、公契約業務の受注者である民間事業者
が負担するのか、発注者である当該自治体に
転嫁されるのかについては、一概に断定する
ことはできず、契約ごとに異なるであろうが、
もし民間事業者が発注者である当該自治体
に労働者の賃金上昇分を転嫁することがで
きた場合、それは当該自治体の納税者が負担
することになる。もちろん、地方自治体の財
源は事業によっては国からの補助金の場合
もある。一般財源であれば、国から地方交付
税という形で税金が交付されており、すべて
の税金が地方税ではないことに注意が必要
ではあるものの、公契約に基づく特定の業務
に従事する特定の労働者に対する一種の「賃
金補助金的性質」を持つことになる。すなわ
ち、地域住民や国民の負担で公契約に基づく
業務に従事する労働者へ補助金を付与して
いることと同じことになる。大多数の公契約
とは関係のないところで働いている労働者
は最低賃金基準で取り残されることとなる。
すなわち、公契約条例の対象となる一部の人
が税金により優遇措置を受ける一方で、最低
賃金という別基準が適用される人々は取り
残されることになる。これを公平な制度とみ
なすことはできない。本来、公契約、民間契
約にかかわらず、誰もが低所得という状況に
取り残されることがないよう、ワーキングプ
アといった状況を改善する公平な取り組み
が国および各地方自治体に求められている。 
 公契約であるなしにかかわらず、いかなる
事業に従事する労働者であっても、公平に同
じ基準が適用され、なおかつ「自立した生活
可能となる適正な賃金水準」を求めるのなら
ば、そして日本における労働協約の適用拡大
が難しいことを前提とすれば、現行の最低賃
金法に基づく地域別最低賃金の決定方法と
水準を抜本的に見直すことが必要であると
考えられる。平成 21 年 3 月 6 日の国会答弁
において、地方自治体が当該自治体内の全労
働者に適用される自治体独自の最低賃金制
度を設定することはできないとしている。し
かしながら、現行制度内であっても、都道府

県ごとに地域別最低賃金を決める仕組みが
あるため、これを活用しつつ、最低賃金につ
いて、より一層生計費原則を徹底させる方向
で引き上げることが一つの方向性である。
2007 年に改正された最低賃金法第 9 条 2 項、
3 項に「2 地域別最低賃金は、地域における
労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業
の賃金支払能力を考慮して定められなけれ
ばならない。3 労働者の生計費を考慮するに
当たっては、労働者が健康で文化的な最低限
度の生活を営むことができるよう、生活保護
に係る施策との整合性に配慮するものとす
る」と書かれているが、単身者であっても現
行の最低賃金で健康で最低限の文化的な生
活を送ることは非常に難しい。アメリカにお
いても、公契約のみに適用される生活賃金条
例の他に、官民を問わず、市全体に適用され
る市最低賃金（city-wide minimum wage）を
制定する市も増えつつある。たとえば、シア
トル市は、2014 年 5月にシアトル市最低賃金
を数年かけて段階的に引き上げ、時間当たり
15 ドルとすることを決定した。企業の従業員
数や健康保険の有無等で引き上げのスケジ
ュールは4つのパターンに分けられてはいる
ものの、従業員 501 人以上の企業は 2017 年 1
月 1 日までに時間当たり 15 ドルに引き上げ
られることになっている。15 ドルは現行のア
メリカ連邦政府の最低賃金額 7.25 ドルの 2
倍以上である。 
 最低賃金の引き上げについては、経済学の
観点からは、当然、雇用の喪失につながる可
能性を指摘することができる。ただし、アメ
リカの最低賃金引き上げに関する計量経済
分析に基づく実証研究においては、この点に
ついて決着がついたとは言えず、論争が続い
ており、一度の引き上げ幅、引き上げのスケ
ジュール、フルタイム労働者の平均賃金と最
低賃金との比率の高低、雇用などとの明確な
関係は今後の研究を待たねばならない状況
にある。しかしながら、企業が支払う賃金に
ついて適正さを求めるのならば、それはあま
ねく公平な方法であることが重要と考えら
れる。 
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